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Ｑ． 

 ベトナムで板金業、中古車販売、カーメンテナンスを行う現地法人の設立を

考えています。どのような規制があるのか教えてください。（板金業） 

 

Ａ 

 ベトナムでは、板金業、中古車販売、カーメンテナンスについての業種は外資

に開放されており、100%独資で進出することが可能です。各業種を行う際には、

関係当局に申請を行い、ライセンスまたは証明書を取得することが必要となり

ます。 

 

 

 

 

こちらは信用金庫とそのお取引先向けとさせて頂いております。 

ご覧になりたい場合は、お近くの信用金庫（検索はこちら）までご相談ください。 

 続きを読む  

https://www.shinkin-central-bank.jp/cgi-bin/s/index.cgi
https://shinkin-overseas.jp/upload_file/m008-m008_03/103220210930_Vietnam_CarMaintainance.pdf

